
1
2
3

受

付

要
件
を
備
え
て
い
る

要

件

審

査

書

▶請 請
求 請

住民監査請求手続きの流れ

監査委員による監査の場合には、次のようになります。

求

▶ ▶

暫
定
的
停
止
勧
告
の
要
件

関

係

監査の実施

（住民訴訟）

▴

請 求 人 へ 通 知

▶ 公 表 ▾▶ 暫
定
的
停
止
勧
告

書

等

執

行

機

の

調

査

事

情

の

監

取

区 長 等 へ 通 知

査

結

果

◀ ▶60日

聴
▶

人

▶
の

▶

の

住民訴訟については、出訴期間が定められている。（地方自治法第242条の2）

等

定

▶

等 決

立 会

陳

▾

「監査を実施しない」は訴訟上の「却下」に該当する。

要件を欠いている

区長等からの措置結果報告

▾
請 求 人 へ 通 知

▶

公 表

▶

監
査
を
実
施
し
な
い

述

述

陳

関の

求

注

不
服
が
あ
る
場
合

＜勧告を行った場合＞

要
件
を
備
え
て
い
る

要
件
を
欠
い
て
い
る

（住民訴訟）

要件審査は、監査請求の対象事項が区の財務会計上の行為であるか否か、請求人の住所要件などについて行う。
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